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高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
手
続
き
に
お
い
て
、医
療
機
関
の

領
収
書
が
不
要
に
な
り
ま
す
。必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高
騰
に
よ
る
家
計
へ
の
影
響

が
大
き
い
低
所
得
世
帯（
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
）に
対
し
、

低
所
得
世
帯
価
格
高
騰
支
援
給
付
金
を
追
加
給
付
し
ま
す
。

低
所
得
世
帯
価
格
高
騰
支
援
給
付
金

（
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
向
け
追
加
給
付
）

問
☎

支援

C L O S E  U
P

■
対
象
者

　
　

令
和
５
年
12
月
１
日
（
基
準
日
）
時

点
で
香
南
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

で
、
令
和
５
年
度
に
お
い
て
個
人
住
民

税
均
等
割
の
み
の
課
税
世
帯

※

住
民
税
非
課
税
者
の
み
の
世
帯
を   

　　

除
く

※

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶

養
親
族
等
の
み
か
ら
な
る
世
帯
を

除
く

■
給
付
額

　　
１
世
帯
あ
た
り
10
万
円

■
申
請
手
続
き

　
　

対
象
者
と
思
わ
れ
る
世
帯
主
の
方

に
手
続
き
の
案
内
（
振
込
口
座
や
支
給

要
件
等
を
確
認
す
る
書
類
）
を
４
月
〜

５
月
に
発
送
し
ま
す
。
内
容
を
確
認

後
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
ご
返
送
く

だ
さ
い
。

■
申
請
期
限

令
和
６
年
８
月
30
日
（
金
）

　　

※

当
日
消
印
有
効

●
修
正
申
告
を
し
た
方
へ

令
和
５
年
度
の
住
民
税
の
修
正
申
告

を
し
た
方
が
い
る
世
帯
で
、
新
た
に
対

象
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
主
の
方
は
、
受

給
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
福
祉
事

務
所
専
用
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
Ｄ
Ｖ
等
を
理
由
に
避
難
し
て
い
る
方
へ

配
偶
者
や
そ
の
他
親
族
か
ら
の
暴
力

等
を
理
由
に
避
難
し
、
住
民
票
を
移
さ

ず
に
香
南
市
に
お
住
ま
い
の
方
も
、
一

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
受
給
で
き
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
福
祉
事
務
所
専

用
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※

非
課
税
世
帯
追
加
給
付
分
に
つ
い

て
は
現
在
受
付
中
で
す
（
締
切
５
月

31
日
（
金
）
当
日
消
印
有
効
）

※

低
所
得
世
帯
価
格
高
騰
支
援
給
付

金
（
こ
ど
も
加
算
支
給
分
）に
つ
い
て

は
詳
細
が
決
ま
り
次
第
広
報
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

詐欺

C L O S E  U
P

【
貸
与
期
間
】　
３
年
間

（
貸
与
期
間
満
了
後
は
無
償
譲
渡
）

※

不
適
切
な
取
扱
い
が
あ
っ
た
場
合
、

貸
与
期
間
内
で
あ
っ
て
も
返
却
を
求

め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

〈
申
込
方
法
〉

申
請
書
を
、商
工
観
光
課
ま
た
は
各

支
所
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は

商
工
観
光
課
お
よ
び
各
支
所
で
の
配

布
の
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

〈
そ
の
他
〉

●
お
使
い
の
電
話
環
境
に
よ
っ
て
は
、

設
置
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
利
用
に
あ
た
り
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
。

●
録
音
機
の
取
り
付
け
に
不
安
の
あ

る
方
は
、
利
用
決
定
後
に
商
工
観
光

課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問

☎

問

☎

問

☎

猫

C L O S E  U
P

〈
貸
与
条
件
〉

【
対
象
】　

香
南
市
内
に
在
住
で
、
機
器

を
設
置
で
き
る
固
定
電
話
を
利
用
し

て
い
る
方

【
申
請
期
間
】　

令
和
６
年
４
月
１
日
〜

令
和
６
年
４
月
30
日

※

申
請
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
を
行

い
ま
す
。
利
用
の
可
否
は
５
月
31
日

ま
で
に
個
別
に
通
知
し
ま
す

※

貸
出
予
定
台
数
に
満
た
な
い
場
合

は
、
申
請
期
間
以
降
も
先
着
順
で
受

付
を
行
い
ま
す

【
費
用
】
無
料

（
電
気
代
は
利
用
者
負
担
）

国
保
の
高
額
療
養
費
の

申
請
手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

国保

C L O S E  U
P

「
自
動
通
話
録
音
機
」と
は
、電
話
着
信
時
に
警
告
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
流
れ
、通
話
内
容
を
自
動
録
音
す
る
装
置
で
す
。振
り

込
め
詐
欺
や
悪
質
な
電
話
勧
誘
等
の
抑
止
に
繋
が
り
ま
す
。

特
殊
詐
欺
防
止
の
た
め
に
自
動
通
話

録
音
機
を
無
料
で
貸
与
し
ま
す

猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
補
助
金
の

申
請
方
法
が
変
わ
り
ま
す

猫
の
不
妊
・
去
勢
手
術
補
助
金
の
申
請
に
つ
い
て
、香
南
市
は

こ
れ
ま
で
の
手
術
前
の
申
請
を
、令
和
６
年
４
月
１
日
よ
り

手
術
後
の
申
請
に
変
更
し
ま
し
た
。

　
　

は
飼
い
猫
扱
い
、
オ
ス
猫
は
補
助
対

　　

象
外
と
な
り
ま
す

■
注
意
点

高
知
県
の
補
助
金
の
対
象
の
場
合
、
手

術
費
用
は
高
知
県
の
補
助
金
を
差
し

引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

高
知
県
の
補
助
金
は
手
術
前
に
申
請

が
必
要
で
す
。
予
算
に
限
り
が
あ
り
ま

す
の
で
、
補
助
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、

お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（
問
い
合
わ
せ:

高
知
県
中
央
東
福
祉

　

保
健
所　

☎
５
３ｰ

３
１
９
０
）

■
高
額
療
養
費
の
支
給
と
は

医
療
機
関
で
支
払
っ
た
１
カ
月
分
の

医
療
費
自
己
負
担
額
が
一
定
の
額
を

超
え
た
場
合
、
限
度
額
を
超
え
た
分
が

高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

高
額
療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
る

世
帯
に
は
、
診
療
を
受
け
た
月
の
約
２

カ
月
後
下
旬
に
、「
支
給
該
当
の
お
知

ら
せ
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ
が
届
い
た
方
は
、
市
民
保

険
課
ま
た
は
、
各
支
所
の
窓
口
で
支
給

申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
時
、領
収
書
が
不
要
に

今
ま
で
、
支
給
申
請
手
続
き
に
は
、

診
療
を
受
け
た
医
療
機
関
の
領
収
書

が
必
要
で
し
た
が
、
令
和
６
年
１
月
診

療
分
（
国
保
係
か
ら
の
「
支
給
該
当

の
お
知
ら
せ
」
は
３
月
下
旬
発
送
）

以
降
は
原
則
、
領
収
書
が
不
要
に

な
り
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

手
術
後
30
日
以
内

【
補
助
対
象
】

飼
い
猫
（
メ
ス
の
み
）・
飼
い
主
の
い
な
い

メ
ス
猫
お
よ
び
オ
ス
猫
の
不
妊
・
去
勢

手
術
費
用
の
一
部

【
補
助
金
内
訳
】

飼
い
猫
（
メ
ス
）

上
限
３
，０
０
０
円\

１
匹

飼
い
主
の
い
な
い
メ
ス
猫

上
限
５
，０
０
０
円\

１
匹

飼
い
主
の
い
な
い
オ
ス
猫

上
限
３
，０
０
０
円\

１
匹

【
持
参
物
】

□
申
請
者
名
義
の
通
帳

□
申
請
者
名
義
の
領
収
書
原
本

※

飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
つ
い
て
は
、
領  

　　

収
書
に
耳
カ
ッ
ト
有
の
記
載
が
必
要

　
　

で
す
。
記
載
が
な
い
場
合
は
、メ
ス
猫

令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
の
申
請

に
つ
い
て

貸出期間は２週間です。

病院までの猫の移動手段として

ご利用ください。

ご利用の方は、環境対策課窓口

までお越しください。

※数に限りがあります

猫キャリーバックを

　　　無料でお貸しします!!

サイズ：幅115×高さ69×奥行25（mm）

「自動通話録音機」

※取り付けに工事や工具は必要あり
　　ません

申請書は
こちら▼

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

□
「
支
給
該
当
の
お
知
ら
せ
」

□
世
帯
主
名
義
の
口
座
の
わ
か
る
も
の

（
初
回
の
み
）

□
医
療
機
関
の
領
収
書

（
令
和
６
年
１
月
診
療
分
以
降
は
原

則
、不
要
）

※

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
今
ま
で
ど
お

り
領
収
書
が
必
要
で
す

〇
令
和
５
年
12
月
診
療
分
以
前
の
申

請
を
す
る
場
合

〇
病
院
や
薬
局
な
ど
へ
の
支
払
い
が
全

て
済
ん
で
い
な
い
場
合
（
支
給
額
が

減
額
、
ま
た
は
申
請
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
）

〇
「
支
給
該
当
の
お
知
ら
せ
」に
記
載
の

支
給
予
定
額
と
お
手
元
の
領
収
書

の
金
額
に
疑
問
が
あ
る
場
合

11２０２４.４ 10 ２０２４.４


